
北海道告示第11120号

北海道が令和５年度（2023年度）において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げ

る職にある者に委任する。

令和５年８月７日

北海道知事 鈴 木 直 道

（保健福祉部所管分 その９）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 遠隔医療促進事業 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

医療介護総合確保促進法 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

に基づく北海道計画に基づ 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

き、通信技術を活用して、 保福第１の20号様式 保福第 3 4 4号様式 提 出 先 保健福祉部

医療の地域格差解消、医療 保福第１の32号様式 別に指示する様式 地域医療推

の質及び信頼性の確保を図 （申請者が地方公共 進局地域医

ることを目的として、予算 団体である場合を除 療課

の範囲内において補助す く。）

る。 保福第 3 4 4号様式

別に指示する様式

(1) 設備整備事業 知事が認める病院又 遠隔医療促進事業に必要な委託料、 ２分の１以内

は診療所の開設者 備品購入費（取付工事料を含む。）

寄附金その

他の収入金が

あるときは、

補助金等の額

の算定に当た

り、当該寄附

金その他の収

入金の控除等



を行う。

(2) 遠隔相談事業 知事が認める病院又 遠隔相談の実施に必要な経費（人件 10分の10以内

は診療所の開設者 費（給料、職員手当）、需用費（消耗

品費、図書等購入費）、役務費（通信 寄附金その

運搬費）、使用料及び賃借料） 他の収入金が

あるときは、

補助金等の額

の算定に当た

り、当該寄附

金その他の収

入金の控除等

を行う。

(3) 在宅患者遠隔支援事 所在する在宅医 療圏 在宅患者遠隔支援事業に必要な委託 ２分の１以内

業 内に在宅療養支援医 料、備品購入費（取付工事料を含む。遠

療機関がない在宅患 隔医療情報通信機器整備事業費補助金で 寄附金その

者に対して訪問診療 対象となる経費を除く。） 他の収入金が

を行う医療機関又は あるときは、

同一在宅医療圏内に 補助金等の額

おいて、16kmを超え の算定に当た

て訪問診療を行う医 り、当該寄附

療機関 金その他の収

入金の控除等

を行う。

在宅患者遠隔支援事業を実施するため10分の10以内

の学識経験者やコンサルタントなど外部

専門家のアドバイザー費用（委託費、報 寄附金その

酬、報償費（謝金）、旅費） 他の収入金が

あるときは、

補助金等の額

の算定に当た

り、当該寄附



金その他の収

入金の控除等

を行う。

２ 専門研修受入促進事業 北海道道立病院局 専門研修受入促進事業として、北海 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

道内の医師不足地域にお 道道立病院局において事業実施される 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

ける安定的な医師確保を図 下記事業に必要な経費（報酬、給料、 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

るため、道立病院をモデル 職員手当、共済費、賃金、報償等、旅 保福第１の20号様式 別に指示する書類 提 出 先 保健福祉部

として実施する専門研修受 費、需用費（消耗備品、燃料費、食糧 別に指示する書類 地域医療推

入促進事業に要する経費に 費（会食に係る経費を除く。）印刷製 進局地域医

ついて、予算の範囲内にお 本費、修繕費）、役務費（通信運搬、 療課

いて補助金を交付する。 広告料、手数料、保険料）委託料、使

用料、負担金）。

（１）南檜山圏域周産期環境研究事業

（２）循環呼吸医療再生フロンティア事

業

３ 休日夜間診療確保対策事 一般社団法人北海道 各郡市区歯科医師会の医療機関が行 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

業費補助金 歯科医師会 う休日夜間歯科診療事業の運営経費を 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

休日又は夜間における地 一部負担する事業に要する経費。 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

域住民に対する救急歯科医 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

療提供体制を確保するた 保福第１の32号様式 健康安全局

め、一般社団法人北海道歯 別に指示する様式 地域保健課

科医師会が行う郡市区歯科

医師会の休日夜間歯科診療

事業の運営経費を一部負担

する事業に対し、予算の範

囲内において交付する。

４ 救急医療体制確保事業 一般社団法人北海道 １ 救急医療に関する研修会等の開催 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

休日又は夜間における 歯科医師会 及び調査検討事業の実施に要する経 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

救急患者への医療体制の確 費 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

保とその円滑な運営に向け ２ 夜間診療未実施地域の体制確立及 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

た基盤整備を図ることを目 び複数実施体制の促進に要する経費 保福第１の32号様式 健康安全局



的として、予算の範囲内に ただし、報償費、旅費、需用費（食 別に指示する様式 地域保健課

おいて交付する。 糧費を除く）、役務費、使用料及び

賃借料に限る。

５ 公衆浴場確保対策事業費 北海道公衆浴場業生 北海道公衆浴場業生活衛生同業組合 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

補助金 活衛生同業組合 が公衆浴場経営者に対し公衆浴場の経 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

公衆浴場の確保のための 営に係る経費を補助する事業における 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

特別措置に関する法律（昭 当該補助に要する経費 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

和56年法律第68号）の趣旨 保福第１の32号様式 健康安全局

に基づき、将来とも必要と 別に指示する様式 食品衛生課

される公衆浴場の廃業を防

止し、必要な公衆浴場の確

保を図るため、予算の範囲

内において交付する。

６ 公衆浴場利用促進事業費 北海道公衆浴場業生 北海道公衆浴場業生活衛生同業組 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

補助金 活衛生同業組合 合が、敬老入浴事業及び家族エコ銭 保福第１の14号様式 保福第１の29号様式 提出期限 別に指示す

公衆浴場の確保のための 湯事業への道内の公衆浴場（公衆浴 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

特別措置に関する法律（昭 場法（昭和23年法律第139号）第2条 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

和56年法律第68号）の趣旨 第1項の規定による浴場業の許可を受 保福第１の32号様式 健康安全局

に基づき、公衆浴場利用促 け、かつ、物価統制令（昭和21年勅 別に指示する様式 食品衛生課

進事業（敬老入浴事業や家 令第118号）第4条に規定する統制額

族エコ銭湯事業）を実施す の指定を受けている公衆浴場（市町

ることにより、入浴と交流 村営の施設を除く））の参加を推進す

の機会を提供し、健康保持 ることにより、健康保持や入浴需要

や入浴需要の喚起を通じた の喚起を通じた浴場経営の安定化を

浴場経営の安定化を図るた 図るための事業に要する経費

め、予算の範囲内で補助す ・報償費（謝金等）

る。

７ 予防接種健康被害救済措 市町村 １ ポリオ生ワクチンの定期接種から ４分の３以内 保福第1の31号様式 提出部数 １部 総合振興局長 実績報

置事業 ２次感染したことによる医療費、医 保福第56号様式 提出期限 別に指示 又は振興局長 告は要

予防接種法（昭和23年法 療手当、特別手当、死亡一時金、葬 寄附金その する日 しない。



律第68号）に基づく予防接 祭料の給付に必要な補償、補填及び 他の収入金が 提 出 先 総合振興

種に起因する健康被害者及 賠償金等 あるときは、 局又は振

び「ポリオ生ワクチン２次 ２ 予防接種健康被害調査委員会が行 補助金等の額 興局

感染対策事業の実施につい う予防接種による健康被害に関する の算定に当た

て」（平成16年3月30日健 調査等に必要な報酬、報償費、旅費、 り、当該寄附

発第0330019号厚生労働省 需用費（食糧費、印刷製本 費に限 金その他の収

健康局長通知）に基づく健 る。）、使用料及び賃借料 入金の控除等

康被害者の救済を図るた を行う。

め、予算の範囲内で交付す

る。

８ 外来対応医療機関確保事 令和５年３月10日 外来対応医療機関（令和５年５月７ 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

業費補助金 以降に新たに外来対 日以前は発熱者等診療・検査医療機関） 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

外来対応医療機関の新設 応医療機関（令和５ の新設に伴う初度設備に必要な需用費 （寄附金その 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

に伴い必要となる初度設備 年５月７日以前は発 （消耗品費、修繕料）、委託料、使用 他の収入金が 保福第１の20号様式 別に指示する書類 提 出 先 保健福祉部

等の整備に要する費用を補 熱者等診療・検査医 料及び賃借料、備品購入費。具体的な あるときは、 保福第１の32号様式 感染症対策

助することにより、幅広い 療機関）の対応を行 対象経費の例は下記のとおり。 補助金等の額 （申請者が地方公共 局感染症対

医療機関が新型コロナウイ い、少なくとも令和 ただし、いずれも令和５年３月10日 の算定に当た 団体である場合を除 策課

ルス感染症の患者の診療に ５年度中は外来対応 から令和５年９月30日までに完了する り当該寄附金 く。）

対応する体制へと段階的な 医療機関の対応を行 ものに限る。 その他の収入 別に指示する書類

移行を図ることを目的とし う保険医療機関のう (1) 患者案内のための看板の設置料 金の控除等を

て、予算の範囲内において ち知事が適当と認め (2) ホームページ上に外来対応医療 行う。）

補助する。 る者。 機関であることを明記するための

改修費

(3) 換気設備設置のための軽微な改

修等の修繕費

(4) 医療機器(パルスオキシメーター

等)の購入費

(5) 非接触サーモグラフィーカメラ

(検温・消毒機能付き等)の購入費

９ 腎臓機能障がい者通院交 別記１による 腎臓機能障がい者が人工透析療法に 別記２による 保福第121号様式 提出部数 １部 総合振興局長 実績報

通費補助事業 よる医療の給付を受ける場合の通院に 通院証明書 提出期限 別に指示 又は振興局長 告は要

腎臓の機能に障害を有る 要する経費 住民票等、申請者の する日 しない。



方が、障害に基づく症状を 属する世帯の世帯員 提 出 先 総合振興局

軽減し、又は除去する目的 全員を確認できる書 又は振興局

で、人工透析療法による医 類 の保健環境

療の給付を受けるため、そ 身体障害者手帳の写 部社会福祉

の医療機関への通院に要し し 課

た交通費について、腎臓機 申請者及び申請者の

能障がい者の福祉の増進を 所属する世帯の前年

図るため、予算の範囲内で 分の所得額及び所得

補助する。 税額の課税状況が確

認できる書類

10 新型コロナウイルス感染 市町村 新型コロナウイルス感染症に対応し ３／４ 保福第1の２号様式 保福第1の２号様式 提出部数 １部

症に対応した自殺防止対策 た自殺防止対策事業に要する経費のう 保福第1の16号様式 保福第1の30号様式 提出期限 別に指示す

事業 ち次に掲げる経費 保福第1の18号様式 保福第1の31号様式 る日

新型コロナウイルス感染 給料、職員手当等、報酬、報償費、旅 保福第1の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

症による経済活動や社会生 費、需用費、役務費、委託料、使用料、 別に指示する様式 福祉局障が

活への影響から、自殺の要 賃借料、工事費（相談に必要な電話回 い者保健福

因となりかねない経済、雇 線の工事に伴うものに限る。）、備品購 祉課

用、暮らしや健康問題等の 入費、負担金及び補助金

悪化による自殺リスクの高

まりを踏まえ、対面相談、

電話相談、ＳＮＳによる相

談、人材の育成、普及啓発

及び自死遺族や自殺未遂者

に対する取り組みへの支援

を実施する経費に対し、予

算の範囲内で補助する。

11 ひきこもり支援体制構築 釧路市 ひきこもり支援体制構築加速化事業 ３／４ 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

加速化事業 に要する経費のうち次に掲げる経費 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

新型コロナウイルス感染 給料、職員手当等、報酬、共済費、報 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

症の影響が長期化し、ひき 償費、旅費、需用費（消耗品費、印刷 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

こもり相談窓口等の支援体 製本費、食糧費、燃料費、光熱水費、 別に指示する様式 福祉局障が

制の構築が求められている 修繕料）、会議費、役務費（雑役務費、 い者保健福



ことから、市町村のひきこ 通信運搬費、手数料、保険料）、委託 祉課

もり支援体制の構築を加速 料、使用料及び賃借料、備品購入費、

化するため、市町村に対し、 負担金、補助金及び交付金

環境整備に係る費用を予算

の範囲内で補助する。

12 地域少子化対策重点推 市町村（一部事務組 １ 地域少子化対策重点推進事業 ３／４ 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 提出部数 １部 書類は、

進交付金事業 合及び広域連合等を 当該事業に必要な諸謝金、報酬、 ２／３ 保福第１の20号様式 保福第446号様式 提出期限 別に指示す 総合振

市町村が、結婚・妊娠・ 含む。） 給料、職員手当等、報償費、旅費、 １／２ 保福第442号様式 保福第447号様式 る日 興局又

出産・育児の「切れ目ない 需用費、役務費、委託料、使用料及 保福第443号様式 保福第448号様式 提 出 先 保健福祉部 は振興

支援」のために行う取組の び賃借料、備品購入費、負担金、補 地域少子化 保福第444号様式 保福第466号様式 子ども政策 局の保

うち、結婚に対する取組及 助金 対策重点推進 保福第465号様式 別に指示する様式 局子ども政 健環境

び結婚、妊娠・出産、乳児 ２ 結婚新生活支援事業（一般コース）交付金実施要 別に指示する様式 別に指示する様式 策企画課 部社会

期を中心とする子育てに温 当該事業に必要な扶助費、補助金 領別記１に規 福祉課

かい社会づくり・機運の醸 及び交付金 定する事業別 長を経

成の取組について、これま に該当するも 由する

での自治体の取組から発掘 の こと。

された優良事例の横展開を

支援するとともに、婚姻に １／２

伴う経済的負担を軽減する

ため、市町村が新規に婚姻 地域少子化

した世帯を対象に婚姻に伴 対策重点推進

う新生活を経済的に支援す 交付金実施要

る施策の実施を推進し、も 領別記２に該

って、地域における少子化 当するもの

対策の推進に資することを

目的として、予算の範囲内

で補助する。

13 北海道配偶者暴力被害者 配偶者からの暴力の １ 受入体制整備事業 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

等支援調査研究事業 防止及び被害者の保 被害者等を幅広く把握し、支援す 保福第１の14号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

民間シェルター等が行う 護等に関する法律 るために必要な相談窓口の拡充利便 （知事が別に 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

先進的な取組に対する支援 （平成13年法律第31 性や安全性に配慮した受入施設の改 定める額を限 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

の充実を図るため、予算の 号）第３条第４項に 善や居住場所の確保等の環境整備に 度額とする。）保福第１の32号様式 子ども政策



範囲内で補助する。 基づき、配偶者暴力 要する経費 別に指示する様式 局子ども家

被害者（その同伴家 ２ 専門的・個別的支援事業 庭支援課

族を含む。）の一時 被害者等に対する専門的・個別的

保護を北海道立女性 支援を実施するため、専門職の雇用

相談援助センターか 又は派遣、及び支援員への研修等の

ら委託されている団 実施により対応力の強化を行う事業

体 に要する経費

３ 切れ目ない総合的支援事業

施設退所後においても、支援の切

れ目が生じないよう、自立に向けた

プログラムの実施、同行や家事育児

に係る支援など総合的かつ中長期的

な支援を行う事業に要する経費



別記１

補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１）北海道の区域内に居住し、腎臓機能障害により、身体障害者手帳の交付を受け

ている者

（２）腎臓の機能障害を更生するため、居住地以外の市町村に所在する医療機関に通

院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者

（３）補助対象者及びその配偶者又は補助対象者の扶養義務者で補助対象者の生計を

維持する者の令和４年（2022年）の所得が、その扶養親族等（市町村長が証明す

る世帯員を含む。）の有無及び数に応じて、別表に定める額を超えない者

（４）生活保護法（昭和25年法律第144号）による医療扶助の移送費等、他の法令等

による通院交通費相当分の給付を受けていない者

（５）身体障害者旅客運賃割引規則（昭和62年４月１日ＪＲ北海道公告第４号）によ

る鉄道の旅客運賃割引を受けていない者

（６）居住する市町村に人工透析療法を実施する医療機関がある場合にあっても、次

のア～カのいずれかに該当する者

ア 居住する市町村の医療機関では透析患者が多いため受診できない場合

イ 当初受診した医療機関に継続して通院が必要な場合

ウ 合併症等により専門的医療機関での人工透析療法が必要な場合

エ 就業等の事情により、居住する市町村の医療機関で受診できない場合

オ 居住する市町村内に更生医療の指定を受けた医療機関がない場合

カ 市町村合併により、受診する医療機関が居住市町村内の医療機関

となった場合（合併が行われた日の属する年度を含めて、６か年度の期間に限

る。）

別表

本 人 所 得 制 限 基 準 額

扶養親族等の数 基 準 額

０ 人 ３，６０４，０００円

３，６０４，０００円に扶養親族等１人につき３８０，０００円（当

１ 人 以 上 該扶養親族等が所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人

控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配

偶者又は老人扶養親族１人につき４８０，０００円を、同法に規定す

る特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族１人につき６３０，

０００円）を加算した額

配偶者及び扶養義務者所得制限基準額

扶養親族等の数 基 準 額

０ 人 ６，２８７，０００円

１ 人 ６，５３６，０００円

６，５３６，０００円に扶養親族等のうち１人を除いた扶養親族等

２ 人 以 上 １人につき２１３，０００円を加算した額（所得税法に規定する老人

扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族１人につき（当該

老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族の

うち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６０，０００円を加算し

た額）



別記２

補助金額は、次の各号に定める方の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

１ 所得税非課税世帯に属する方

別に定める基準額により算出した１か月ごとの補助対象経費（以下「経費」という。）

を次に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に、当該区分ごとに掲げる割合を乗じ

て計算した金額を合算した金額以内の額とする。

（１）８，４００円以下の金額 ０

（２）８，４００円を超える金額 １０分の１０

２ 所得税課税世帯に属する方

経費を次に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に、当該区分ごとに掲げる割合

を乗じて計算した金額を合算した金額以内の額とする。

（１）１万円以下の金額 ０

（２）１万円を超え３万円以下の金額 ２分の １

（３）３万円を超え５万円以下の金額 ３分の ２（前年分の所得税額

が２万１，０００円以下の方に

ついては、３万円を超える金額

につき１０分の１０とする。）

（４）５万円を超える金額 １０分の１０


